
留学生宿舎の管理運営事業にかかる発注予定の公表及び 
募集要項（案）等についての意見募集について 

 
令和８年４月２８日 

京都大学 
 
本学において、留学生宿舎の管理運営事業にかかる発注を下記のとおり予定していま

すので公表するとともに、募集要項（案）等について意見を募集します。なお、本事業
の実施については、京都府にて公募手続き中の「きょうと留学生オリエンテーションセ
ンター みずき寮の利活用に係る公募型プロポーザル」に本学が選定されることを前提と
しておりますことにご留意ください。 
 

記 
 
事業名 
京都大学みずき会館管理運営事業（仮称） 

 
概要 
「きょうと留学生オリエンテーションセンター（みずき寮）」として平成 26 年に開館
し、令和8年9月まで府内の各大学の留学生に利用されてきた既存建物を有効活用し、
留学生宿舎としての運営及び維持管理等を委託するものである。 

 
場所 
京都市左京区吉田近衛町２６－８８ 

 
スケジュール 

6/1  公募開始 
6/2  参加表明書等・質問書の受付開始 
6/9  参加表明書等・質問書の受付期限 
6/16 参加資格要件等確認結果の通知 
6/23 質問回答の公表 
7/6  提案書の提出期限 
7/6～7/13 審査 
7/24 事業者の決定及び公表・通達 
8月上旬 事業契約締結 



 
募集要項（案）等 
別紙のとおり 

 
意見の提出方法等 
様式：問わない 
期間：令和 8年 4月 28日（火）～ 5月 15日（金） 
提出先及び提出方法：吉田南構内共通事務部経理課資産・用度掛 

A30shisanyoudo@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
宛てメールにてご提出ください。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     京都大学みずき会館管理運営事業 
 

事業者募集要項（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年６月 
国立大学法人京都大学 
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１．事業の趣旨・目的 

 

国立大学法人京都大学（以下「大学」という。）は、「国際卓越研究大学」の認定を見据え、世界水

準の教育研究拠点としての地位を確立すべく、優秀な留学生の獲得及び国際共修の推進に注力している。

これにより、世界に通用するグローバルリーダーの育成と、国際性・多様性に富んだ研究環境の醸成を

図り、卓越した国際競争力を有する研究を推進する。 

 こうした構想のもと、大学は令和７年３月には京都府及び京都市と包括的な連携協定を締結した。本

協定は、世界中から多様な人材を京都へ呼び込み、次世代の価値や技術を創造することで地域の未来を

切り拓くとともに、行政と大学の連携による国際学術都市の形成を牽引することを目的としている。 

 本事業は、上記の取り組みの一環として実施するものであり、「きょうと留学生オリエンテーション

センター（みずき寮）」として平成２６年に開館し、令和８年９月まで府内の各大学の留学生に利用さ

れてきた既存建物を有効活用し、留学生宿舎としての運営及び維持管理等を委託するものである。つい

ては、本募集要項に基づき、優れた事業提案を行う事業者を広く募集・選定する。 

【事業実施の前提条件】 

 なお、本事業の実施は、京都府が令和８年４月１日付で公募を開始した「きょうと留学生オリエンテ

ーションセンター みずき寮の利活用に係る企画提案募集」（以下、「京都府企画提案公募」という）

において、大学の提案が採択されることを前提としている。大学は現在、同公募へ留学生宿舎としての

企画を応募し、採択を目指している。したがって、京都府企画提案公募において、大学が不採択となっ

た場合は、本事業は実施しない。 

 

２．事業の概要 

（１）事業の名称 

 京都大学みずき会館管理運営事業 

 

（２）運営対象の施設  

場  所 京都市左京区吉田近衛町２６－８８ 

敷地面積 １，２０９．９２㎡ 

建物面積 ５８２．１０㎡ 

延べ面積 １，５０６．６０㎡ 

用  途 寮舎・宿舎 

構  造 鉄筋コンクリート造 地上３階 

建築年月 昭和５３年 

※平成１４年に以下の修繕を実施済 

・屋上防水工事（塩ビシート、ウレタン防水） 

・アスベスト除去他工事（内部階段機械室） 

・耐震改修工事（１階洗濯室、オリエンテーター室、２階炊事洗面ストックル

ーム） 

・１～３階トイレ改修、１階男子女子シャワー室改修、1 階管理人住戸改修、1

階 男子洗面室多目的トイレ、１階女子洗面室、２階３階居室（４４室）、１

階廊下他 階段室一部、各階バルコニー外部階段、雑工事（オープンキッチン

等）、外構工事（駐輪場）等 

備  考 ・第一種中高層住居専用地域、準防火地域、山並み背景型美観地区 

・軽量鉄骨造の自転車置き場２カ所あり 

 

（３）施設概要 

  （詳細は、別紙１みずき寮現棟間取り図参照） 

  ①単身者向け留学生用宿舎 

   個室４４室 

  ②共用施設 

   トイレ、キッチン、食事スペース、洗濯室、物干し場、シャワー室 等 

  ③交流施設 

   ア 多目的スペース 

   イ 相談スペース 



 

 

  ④管理・共用関連 

   駐輪場、オリエンテーター室、エントランスホール、ゴミ置き場、倉庫、内外サイン 等 

 

（４）事業者が行うべき業務 

   事業者は以下の業務を行うこととする。 

（各業務の詳細は、別紙２要求水準書参照） 

  ①施設維持管理業務 

   ア 建物、設備等保守管理業務 

   イ 清掃業務 

   ウ 外構保守管理業務（植栽、駐輪場維持、排水桝等を含む） 

   エ その他業務を遂行するために必要な業務 

  ②宿舎運営業務（賃貸業務、サービス等） 

   ア 入退管理業務 

   イ ヘルプデスクの設置、対応 

   ウ 防犯・防災管理 

   エ 利用料金及び管理費等徴収業務 

   オ 空室補修、クリーニング業務 

   カ 町内会等の地元の意向を配慮した対応 

   キ その他業務を遂行するために必要な業務 

  ③付帯事業 

   事業者は、事業趣旨に合致し、大学の同意を得ることを条件にして、自らの収益に資する付帯事

業を提案し実施することができる。ただし、当該事業に係る経費は事業者が負担し、必要な行政手

続き及び整備等については事業者が自ら行うこと。 

 

（５）関係法令の遵守 

   事業者は、本事業を実施するに当たって、関係法令、条例及び規則等を遵守するほか、本事業の

趣旨・目的に沿い業務を遂行するものとする。 

 

（６）個人情報の取扱い 

   事業者は、業務を通じて取得した個人情報の取扱いに当たって、個人の権利利益を保護するため

に必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

（７）事業実施に係る経費負担及び委託料 

   事業者は、大学から支払われる委託料により、維持管理、宿舎運営等の事業全般を行うものとす

る。大学は事業者に対し、プロポーザルにて提案された「利用料金」と「入居補償率」及び「総戸

数」を掛け合わせた金額を基礎として算定した額を、委託料として支払うものとする。 

 

（８）事業スケジュール（予定） 

   

日  程 内  容 

令和８年６月１日 募集開始、募集要項等の交付等 

６月２日～６月９日 参加表明書等・質問書の受付 

６月１６日 参加資格要件等確認結果の通知 

６月２３日 質問回答の公表 

７月６日 提案書の提出期限 

７月６日～７月１３日 提案書の審査 

７月２４日 事業者の決定及び公表・通達 

８月上旬 事業契約締結 

事業契約締結後～９月下旬 業務移行期間 

１０月１日～ 管理運営事業開始 

 



 

 

３．事業手法等 

  大学は、運営引継後の宿舎運営・維持管理業務等について提案し実施できる事業者を募集し、優れ

た事業を提案した者を選定の上、事業契約を締結する。 

 事業者の経費負担は２．の（７）のとおりとする。 

 なお、事業者は「管理人(※1)」を１名以上選出の上、配置する。 

また、大学は「レジデント・アシスタント(※2)」を若干名配置し、入居する留学生の支援を行う予

定としている。 

  (※1)日本での生活に不慣れな留学生入居者の日常に寄り添い、生活指導・助言並びに地域住民等と

の交流事業の企画、運営を行う。なお、民間事業者が担当すべき業務（宿舎運営、施設維持管

理等）は行わない。 

 (※2)日本での生活に不慣れな留学生入居者に対して、必要に応じて各種のサポートを行う日本人学

生であり、大学が募集の上、採用する。 

 

（１）事業期間 

  ①事業期間は、宿舎としての施設供用開始時を始期とする事業運営期間（以下「事業運営期間」

という。）とする。 

   ②事業運営期間は当面３年間とし、３年目を迎える１年前から同期間終了後の本件施設の取扱い

について協議を行う。関係者の合意により、事業運営期間の延長はできるものとするが、事業

運営期間は最大５年間とする。 

 

 （２）委託料の支払いと「利用料金」「入居補償率」の提案 

   本事業における委託料は、事業者が提案した「利用料金」と「入居補償率」及び「総戸数」を乗

じた金額に基づき決定するものとする。したがって、応募者はプロポーザルの提案内容として、必

ず「利用料金」および「入居補償率」を提示すること。 

 

 （３）入居者の利用料金等の設定 

   事業趣旨に沿い、利用料金は４５，０００円以下（共益費・管理費・インターネット回線使用料

を含み、入居者が自室で使用する電気代は除く）の設定を要請する。 

   最終の利用料金は、大学と事業者が協議の上、決定する。変更する場合も同様とする。 

   利用料金は事業者が入居者から徴収し、大学が指定する口座へ入金するものとする。なお、退去

時の原状回復に要する費用は原則として利用料金に含めるものとする。ただし、入居者の故意又は

過失による汚損は入居者の負担とする。 

 

 （４）入居者保証の有無 

   大学は、事業者の安定的な運営を支援するため、あらかじめ合意した基準（８０～９０％程度）

を下回る空室が発生した場合には、その賃料相当額を保証するものとする。ただし、事業者の責め

に帰すべき事由がある場合はこの限りではない。 

 

 （５）入居対象者 

   入居者は原則として、大学が決定する。また、入居者に関して、必要に応じて大学と事業者が協

議し調整する可能性がある。 

 

 （６）入居期間 

   原則として入居開始日より１年以内とする。 

 

 （７）事業期間終了時の措置 

   事業期間終了後、事業者が本事業による固定資産を所有している場合は、事業者は大学と協議を

行った上で、当該資産の処分方法を決定する。また、事業者は全事業期間における収入支出の経費

明細等を大学に提供する。 

 

 （８）責任分担の考え方 

   事業者が担当する業務については、事業者が責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクに

ついては、原則として事業者が負うものとする。ただし、大学が責任を負うべき合理的な理由があ



 

 

る事項については、大学が責任を負うことがある。 

 

４．応募者の構成等と参加資格要件 

（１）応募者の構成等 

①応募者は単独企業（以下「応募企業」という。）又は複数の企業で構成されるグループ（以下

「応募グループ」という。）とし、応募企業及び応募グループの構成員とともに、これら以外の

（事業者がＳＰＣの場合は事業者に出資しない）者で、本事業の開始後、事業者から直接業務を

受託し又は請け負うことを予定している者を協力企業とする。応募企業及び応募グループは、原

則として、自らが事業者となることとする。なお、応募グループで参加する場合には、代表とな

る企業（以下「代表企業」という。）を定め、参加表明書の提出時に代表企業の名称を明らかに

するとともに、必ず代表企業が応募手続きを行うこととする。 

②応募者は協力企業について、参加表明書の提出時にそれぞれが本事業の実施において果たす役

割を明らかにすること。 

③応募企業、応募グループの構成員及び協力企業には、維持管理業務に当たる者、運営業務に当

たる者が必ず含まれていること。 

④原則として、参加表明書の提出後における応募企業、応募グループの構成員及び協力企業の変

更は認めないものとする。ただし、止むを得ない事情がある場合には、大学の承諾を得ることを

条件として、変更できるものとする。 

 

（２）複数応募の禁止 

応募企業、応募グループの構成員及び協力企業、並びに、これらのいずれかと資本面又は人事面

において関連のある者は、他の応募企業、応募グループの構成員及び協力企業になることはでき

ない。 

※ 資本面において関連のある者とは、当該企業の発行済株式総数の１００分の５０を超える議決

権を有し、又は、その出資総額の１００分の５０を超える出資をしている者をいい、「人事面

において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている場合をいう 

（以下において同じ。）。 

 

（３）応募企業、応募グループの構成員及び協力企業に係る共通の参加資格要件 

次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 

①国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第４条の規定に該当しない者であり、かつ同規則第３

条に規定する資格を有する者であること。 

②破産法、民事再生法、会社更生法及び会社法に基づき、破産手続き、再生手続き、更生手続き

及び特別清算手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

③国立大学法人京都大学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

④最近１年間の国税（法人税、消費税等）を滞納していない者であること。 

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力団

員、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している組織等の者、不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者、暴力団

の維持、運営に協力している者、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利

用するなどしている者、及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者でないこと。 

 ⑥法人等の財務状況、損益状況及び資金状況に特段の問題がない者であること。 

 ⑦不正及び不誠実な行為がない者であること。 

 

（４）応募企業、応募グループの構成員及び協力企業に係る担当業務の参加資格要件 

応募企業、応募グループ構成員及び協力企業のうち、維管理業務及び運営業務を担当する者は、以

下に掲げる実績を満たしている者であること。 

 

１）維持管理業務に当たる者 

①国の競争参加資格（全省庁統一資格）において、令和８年度に近畿地域の「役務の提供等」

につき、Ａ又はＢ等級以上の資格を有している者又は提案書の提出期限の日までに有する予

定の者であること。 



 

 

②平成２３年度以降に、３０戸以上又は延べ面積１，２００㎡以上の留学生宿舎（同一の建築

物又は建築物群）において、元請として維持管理業務を受託し１年以上継続した実績を有す

る者であること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、構成員中最大の出資比率の場

合に限るものとする。 

③維持管理業務を複数の企業で実施することは差し支えないものとするが、維持管理業務を実 

施する全ての応募企業、応募グループの構成員及び協力企業が、上記①、②の要件を満たす 

ものとする。 

  ２）運営業務に当たる者 

①宅地建物取引業法の免許を有する者であること。 

②平成２３年度以降に、３０戸以上又は延べ面積１，２００㎡以上の留学生宿舎（同一の建築

物又は建築物群）において、元請として管理人を配置した運営業務を受託し１年以上継続し

た実績を有する者であること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、構成員中最大の

出資比率の場合に限るものとする。 

③運営業務を複数の企業で実施することは差し支えないものとするが、運営業務を実施する全

ての応募企業、応募グループの構成員及び協力企業が、上記①、②の要件を満たすものとす

る。 

 

５．応募の手続及び選定方法等 

 応募手続き（スケジュール）及び選定方法等は次のとおりとする。 

（１）問合せ先及び応募書類の提出先 

   京都大学吉田南構内共通事務部経理課資産・用度掛 

   〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町 

   電話：０７５－７５３－６７５０ FAX：０７５－７５３－６６９１ 

   E-mail：a30shisanyoudo@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

 

（２）応募スケジュール 

 ①募集要項等の閲覧 

  閲覧日時：令和８年６月１日（月）から６月９日（火）の間平日午前９時から午後５時まで 

  閲覧場所：京都大学吉田南構内共通事務部経理課資産・用度掛 

       ※なお、募集要項等は大学ホームページでも公表する。 

       （http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/procurance/construction/other） 

 ②現地説明会 

  開催しない。 

 ③募集要項等に関する質問 

  受付期間：令和８年６月２日（火）午前９時から６月９日（火）午後５時まで 

  送付方法：質問書（様式６）に記入し、メールにて（１）に提出すること。（電話、口頭による

質問は受け付けない。） 

  回答予定：令和８年６月２３日（火） 

  回答方法：質問者にメールにて回答する。 

 ④参加表明書の受付 

  受付期間：令和８年６月２日（火）午前９時から６月９日（火）午後５時まで 

  提出方法：（１）にメールにて提出すること。 

 ⑤参加資格要件等確認結果の通知 

  通知予定：令和８年６月１６日（火） 

  通知方法：メールにて通知する。 

 ⑥提案書の受付 

  受付期間：令和８年６月１６日（火）から７月６日（月）までの平日（但し、大学創立記念日

（６月１８日（木））を除く） 

  送付方法：（１）にメールにて提出すること。 

 ⑦提案書の選考、ヒアリング審査 

  審査期間：令和８年７月６日（月）から７月１３日（月） 

  ※ヒアリングは必要に応じて行うこととし、開催日時・場所及び実施方法など詳細は別途応募書

類提出者に通知する。 



 

 

  ⑧選定結果の通知 

   令和８年７月２４日（金） 

   大学が設置する「京都大学みずき会館管理運営事業 事業者選定委員会」による審査・評価に基づ

き算出した評価点が最も高い者を事業者として選定する。 

   なお、決定後速やかに応募者全員に結果を通知する。 

 

（３）事業者選定基準 

  事業者を選定する際の評価項目・基準等は別紙３のとおりとする。 

 

６．事業者選定後の手続き等 

（１）事業契約書締結時期（予定） 令和８年８月上旬 

 

（２）事業者との協議事項 

   事業者選定後の契約手続きにおいて大学と事業者は、事業の細目について協議を行い、協議が整

った場合には事業契約書（別紙４参照）を締結する。なお、協議に際しては、公募条件の変更を伴

う交渉は行わないこととする。なお、大学は必要に応じて事業者の提案に対し修正を求めることが

でき、事業者はこの求めに対し協議に応じなければならないものとする。 

 

（３）契約締結まで至らなかった場合 

  選定事業者が契約を締結しない場合、大学は選定事業者を除く応募者のうち、事業者選定基準に

基づき算出した評価点の高い者から順に契約交渉を行うことができる。 

 

７．応募書類 

  応募者は次の書類を提出すること。また、応募に要する費用は全て応募者の負担とすること。な

お、所定の様式がある場合は、様式に従って作成することとし、記載内容等の詳細については様式

集の一覧表を参照すること。 

（１）参加表明書及び誓約書（様式１） 

（２）グループ構成員表（様式２）（グループ応募の場合のみ） 

（３）提案書（様式３） 

（４）団体概要書（様式４） 

  様式４に加え、次の付属書類を添付すること。 

   ①定款又は寄附行為、規約等 

   ②法人登記謄本（登記事項全部証明書） 

   ③法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書 

   ④直近決算３期分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書） 

   ⑤直近決算３期分の法人税申告書 

   ⑥財務基盤等の計算書（様式８） 

   ⑦令和 8年度の事業計画書及び収支予算書、またはこれに準ずる書類 

   ⑧団体役員の名簿（任意様式） 

    役職名、氏名（ふりがな）、生年月日 

   ⑨会社概要、パンフレット 

   ⑩審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内 

閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し 

（５）業務実績調書（様式５） 

（６）質問書（様式６） 

 

別紙１ みずき寮現棟間取り図 

別紙２ 要求水準書 

別紙３ 審査基準 

別紙４ 事業契約書（案） 



様式１ 

年  月  日 
国立大学法人京都大学  御中 
 
 

参加表明書及び誓約書 
 
 

住所（所在地） 
商号又は名称 
代表者氏名 

 
 令和８年 月 日付公告の「京都大学みずき会館管理運営事業」について、参加を表
明するとともに、関係書類を提出します。 
なお、参加資格の要件を満たしていること及び提出書類の記載事項は事実と相違ない

ことを誓約します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【連絡先】所属部署 
担当者 
電話番号 
メールアドレス 

  



様式２ 

グループ構成員表 
 

グループ名 
 

（代表企業） 
住所（所在地） 
 
商号又は名称 
 
代表者氏名 

 
（構成員） 

住所（所在地） 
 
商号又は名称 
 
代表者氏名 
 
連絡先 

 
（構成員） 

住所（所在地） 
 
商号又は名称 
 
代表者氏名 
 
連絡先 

 
備考 
・この様式は、グループによる申請を行う場合にのみ提出してください。 
・構成員は適宜追加してください。 
  



様式３ 

年  月  日 
国立大学法人京都大学  御中 
 
 

提 案 書 
 
 

住所（所在地） 
商号又は名称 
代表者氏名 

 
京都大学みずき会館運営管理業務について、下記のとおり提案します。 

 
記 

 
１．提案内容 別紙のとおり 

 
２．利用料金      円 

 
３．入居保証率     ％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考 提案内容の様式は自由としますがＡ４サイズ２枚までに収めてください。 
  



様式４ 

団体概要書 
 

商 号 又 は 名 称     

代 表 者 名  設立年月日  

住 所 （ 所 在 地 ）   

資本金又は基本財産                      千円 

社 員 （ 職 員 ） 数 
役 員   人 
社 員   人（うち常勤  人、非常勤  人） 
その他   人         合計   人 

主 な 業 務 内 容  

財 務 状 況 
（ 単 位 ： 千 円 ） 

年 度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 

総 収 入    

総 支 出    

当期損益    

累積損益    

  



様式５ 

業務実績調書 
 

商号又は名称            

 

業務名 業務概要 契約年月日 発注者 

    

    

    

    

    

    

備考 募集要項（４）１）②または２）②に掲げる業務の実績を記載してください。 
記載した業務実績を証明するものとして、契約書や仕様書等の業務内容が分かる資料 
を添付してください。 
 



様式６ 

質 問 書 

 

 

 
提 

 
 
出 

 
 
者 

商号又は名称 

(グループの場合 

は代表者) 

 

部 署 名  

担 当 者 名  

メールアドレス  

電 話 番 号  

 

No. 質 問 内 容 

1  

2  

3  

4  

5  

備考 行は適宜追加してください。 



別紙１ 

 

 

 

 

 

みずき寮現棟間取り図 



１階間取り図

２階間取り図



３階間取り図

屋上



外構図

標準居室



別紙２ 

 
 
 
 
 
 
 

京都大学 
みずき会館管理運営事業 

 
要求水準書（案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年６月 
国立大学法人京都大学 
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（1） 

１．基本方針 
 

(1) 要求水準書の位置付け 

本要求水準書は、「京都大学みずき会館管理運営事業」（以下「本事業」という。）におい

て国立大学法人京都大学（以下「大学」という。）が要求する宿舎運営、維持管理等業務の水

準を示すものである。そのため、選定された事業実施者（以下「事業者」という。）は、本事

業の事業運営期間にわたって要求水準書に規定されている事項（以下「要求水準」という。）

を遵守しなければならない。ただし、事業契約の締結までの間に、大学と事業者で協議し、両

者が合意した場合においては一部を変更することを可とする。 

 

(2) 管理運営方針 

1) 景観や環境に配慮した施設づくり 

自然景観に調和し、近隣の景観形成に資するような施設とする。 

2) 留学生の生活拠点として、生活しやすく、使いやすい施設づくり 

① 留学生の宿舎として生活しやすく、使いやすい施設とする。 

   ② 日々の留学生活に安らぎと親しみを与え、宿舎生活の経験が留学生のよき思い出として

残るような施設とする。 

③ 入居者の視点に立った機能的な諸室の配置、バリアフリーへの対応等、誰もが使いやす

い施設とする。 

④ インターネットは各部屋において無線 LAN 等により良好に使用できる環境づくりを行う。 

3) 安全で快適な施設づくり 

① 防犯や事故防止等の対策を講じる。 

② 火災や自然災害に対し、十分な安全性が確保できる構造と設備を採用する。また、非常

時の避難安全性に対する性能を確保する。 

③ シックハウス対策を講じる。 

4) 維持管理費等の軽減に配慮した経済的な施設づくり 

① 建物の長寿命化、メンテナンス・フリー、光熱水費の削減といった観点や、初期費用か

ら運用及び維持管理費用までのＬＣＣ（ライフサイクルコスト）での経済性に配慮した施

設づくりを図り、事業運営期間の内外にわたり維持管理・運営費用の低減が図れる計画と

する。 

② 施設の修繕計画を作成し、これに基づく整備、維持管理及び運営の各業務を行う。 

5) 環境に配慮した施設づくり 

① 建物のライフサイクル全体での省エネルギー、省資源、グリーン購入に努める等、地球

環境に配慮した施設の管理運営に努める。 

 

（3）入居計画等 

1） 本施設は留学生の入居を想定しているが、レジデント・アシスタント（ＲＡ）として日本

人が入居する場合がある。 

2） 共用トイレ配置の関係上、２階を男性専用フロア、３階を女性専用フロアとする。 

 

２．維持管理業務に関する要求水準 
 

(1) 目的 

   事業者は事業運営期間において要求水準に従い、施設及び建築設備等の機能及び性能等を常

に発揮できる最適な状態に保ち、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるような品質、水準

等を保持することを目的とする。 

 

(2) 一般事項 

 （事業者の業務範囲） 

・建物保守管理業務 

・設備保守管理業務 

  ・外構保守管理業務 



（2） 

  ・清掃業務 

 （業務実施にあたっての考え方） 

   業務の実施にあたっては、必要な関連法令、技術基準等を充足し、実施体制、実施工程及び

次の内容を考慮した維持管理業務計画書を作成し、実施する。 

  ・維持管理は予防保全を基本とする。 

  ・施設環境を良好に保ち、施設利用者の健康被害を防止する。 

  ・施設（設備・備品を含む）が有する機能及び性能等を保つ。 

  ・劣化による危険・障害の発生を未然に防止する。 

  ・環境負荷を抑制し、環境汚染の発生防止に努めるとともに、省資源、省エネルギーに努める。 

  ・ライフサイクルコストの削減に努める。 

  ・故障によるサービスの中断に係る対応を定め、早期回復に努める。 

  ・業務従事者は、従事者であることを容易に識別できるよう留意し、作業を行う。 

  ・業務従事者は、業務上知り得た秘密等について漏洩してはならない。 

  ・創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務実施に努める。 

  ・入居者による故意の破損、落書き等については、事業者作成の入居説明書にその責任と負担

の基準を明示の上、原則当該入居者の負担において修繕等を実施する。 

  ・以上の項目について事業運営期間中の工程を定め、実施する。 

 （点検及び故障等への対応） 

  ・点検及び故障等への対応は、維持管理業務計画書に従って速やかに実施する。 

 （非常時、緊急時の対応） 

  ・非常時、緊急時への対応についてあらかじめ大学側と協議し、防災計画を策定する。 

  ・事故が発生した場合は、防災計画に基づき、直ちに必要な措置をとると共に、関係機関及び

大学（施設管理担当者）に通報する。 

 （災害時の対応） 

  ・施設において災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、直ちに初期措置を講

じ、関係機関及び施設管理担当者に通報する。 

  ※非常時、緊急時及び災害時の一次対応については、①関係機関（必要な場合）及び大学（施

設管理担当等）への通報、②現場への急行・確認、③取り得る適切な応急の処置、④その他

大学への協力等とし、③及び④については入居者の危険及び施設の損傷等に関わるような場

合（地震や風水害による災害が発生した場合を含む。）又は、関わる可能性がある場合（地

震や風水害による災害が発生するおそれがある場合を含む。）において実施する。 

 （法令等の遵守） 

  ・維持管理業務計画書に基づき業務を実施する。また、法令等により資格を必要とする業務の

場合には、各有資格者を選任する。 

 （その他留意事項） 

  ・維持管理業務の実施にあたっては、事業の継続性に十分留意する。 

  ・維持管理業務に必要な光熱水費については事業者の負担とする。ただし、居室等で入居者が

専用に使用する部分については入居者の負担とする。 

  ・維持管理業務の実施に必要な資機材及び消耗部品等は事業者の負担とする。 

  ・大学の事情による内装変更、模様替えについては本事業の範囲外とする。ただし、経年劣化

に伴う更新・修繕は居室部分を含め本事業に含む。 

  ・共同利用部分の灯球並びにトイレットペーパー及び水石けん等の衛生消耗品は事業者の負担

とする。 

  ・大規模修繕（大規模修繕とは、大学が自らの事由により別途発注する大規模な修繕をいう。）

については、本事業の事業運営期間中の実施は予定していない。なお、要求水準に示す機能

を維持するために行う修繕・更新は、その規模に関わらずすべての選定事業者が行う業務の

範囲とする。 

 

 (3) 建物保守管理業務 

  （業務の対象範囲） 

 原則として、京都府オリエンテーション事業で整備した建物に関する部分を対象とする。 

  （業務の実施） 
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   ・一般事項で定めた維持管理業務計画書に加え、毎事業年度の開始前に建物保守管理業務計

画書を作成し、実施する。 

   ・修繕等が必要と思われる場合は迅速に調査・診断を行い、至急修繕を実施する。ただし、

大学が責任を負うべき合理的な理由があると認められる事項については大学が責任を負う

ことがある。 

   ・実施業務の結果を記録し、大学へ報告する。 

  （要求水準） 

   事業契約書に定められた所定の性能及び機能を保つ。 

   ①屋根 

    ・漏水がない。 

    ・ルーフドレイン、樋等が詰まらないようにする。 

    ・仕上げ材の割れ、浮きはがれがない。 

   ②外壁 

    ・漏水、かび等の発生がない。 

    ・仕上げ材の浮き、剥落、ひび割れ、チョーキング、エフロレッセンスの流出等がない。 

   ③床下ピット 

    ・ピットに結露、湧水等がない。 

   ④建具（内・外部） 

    ・可動部がスムーズに動く。 

    ・定められた水密性、気密性及び耐風圧性が保たれる。 

    ・ガラスが破損、ひび割れしていない。 

    ・開閉、施錠装置が正常に作動する。 

    ・変形、損傷がない。 

    ・網戸の破れがない。 

    ・ビス、止め具にゆるみがない。 

   ⑤天井、内装 

    ・ボード類のたわみ、割れ、外れがない。 

    ・仕上げ材のはがれ、破れ、ひび割れがない。 

    ・塗装面のひび割れ、浮き、チョーキングがない。 

    ・気密性、防音性を要する部屋において性能が保たれている。 

    ・漏水、かびの発生がない。 

   ⑥床 

    ・ひび割れ、浮き、摩耗又ははがれ等がない。 

    ・防水性能を有する部屋において漏水がない。 

    ・歩行及び居住に支障がない。 

   ⑦階段 

    ・通行に支障をきたさない、また、危険性がない。 

   ⑧手すり及び取り付け物 

    ・ぐらつき等がなく、機能に支障がない。 

   ⑨金属部分 

    ・錆び、腐食がない。 

    ・変形、損傷がない。 

    ・塗装の剥がれがない。 

   ⑩備品類 

    ・仕上げ材のはがれ、破れ、ひび割れがない。 

    ・塗装面のひび割れ、浮き、チョーキングがない。 

    ・ベッドのスプリングなど機能に問題がない。 

    ・事業者が設置した備品・機器等の機能、性能が保たれている。 

    ・シミ、かびの発生がない。 

 

(4) 設備保守管理業務 

（業務の対象範囲） 
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 本事業により建物を機能させるために設置された各種設備を対象とする。 

（業務の実施） 

 毎事業年度の開始前に次の項目を含む設備保守管理業務計画書を作成し、実施する。 

 ・運転監視業務 

 ・日常巡視点検業務 

 ・定期点検・測定・整備業務 

  ※修繕等が必要と思われる場合は迅速に調査・診断を行い、修繕を実施する。 

（要求水準） 

 事業契約書に定められた所定の性能及び機能を保つ。 

 ①電灯設備 

  ・すべての照明、コンセント等が常に正常に作動するように維持する。 

  ・損傷、腐食、その他の欠陥がないように維持し、必要に応じて取り替える。 

 ②動力設備・幹線設備 

  ・すべての設備が正常な状態にあり、異常騒音、振動、損傷、腐食、油の漏れ、その他の欠

損がなく、完全に作動する。 

 ③接地設備 

  ・関連法令等に基づいて保守管理を行い、避雷設備については耐落雷性能を確保する。 

 ④受変電設備 

  ・電力会社と責任区分を確認し、関連法令等に基づいて定期点検を行う。 

 ⑤通信（構内情報通信網、電話、拡声、誘導支援、呼出、テレビ共同受信、監視カメラ等） 

  ・すべての設備が正常な状態にあり、損傷、腐食、その他の欠陥がなく、完全に作動する。 

 ⑥水の供給 

  ・すべての配管、衛生器具、バルブ、水栓等が完全に固定して取り付けられ、清潔（赤水の

発生がない）である。 

  ・すべての設備が完全に機能し、漏水がない状態である。 

 ⑦排水 

  ・すべての溝、排水管、排気管、下水溝、排水トラップ等は漏れがなく、腐食していない状

態を保持する。 

  ・すべての排水が障害物に邪魔されず、スムーズに流れ、排水トラップに悪臭がない。 

 ⑧給湯 

  ・すべての配管、温水器、貯湯タンク、ヒーター、ポンプ、バルブ、水栓、その他機器及び

器具がしっかりと固定され、空気、水、煙の漏れが一切ないような状態を維持する。 

  ・すべての制御装置が機能し、正しく調整されている。 

 ⑨空調、換気、排煙等 

  ・すべてのバルブ、ダクト、その他機器が完全に作動する。 

  ・すべての制御装置が機能し、正しく調整されている。 

  ・異常な騒音、振動がない。 

 ⑩防災設備 

  ・すべての防災設備が正常に作動する。 

  ・消火器の薬剤の詰め替えを適切に行い、過度に劣化した本体は取り替えるなど、常に消火

に支障がない。 

（設備管理記録の作成及び保管） 

  関連法規により必要な場合は設備管理台帳を作成の上、設備の運転・点検設備等の点検を行

う。点検記録は３年以上、整備・事故の記録は事業運営期間中保管する。また、その他法令に

より必要な運転日誌等を作成する。事業運営期間終了後は、当該記録は本学へ引渡し引き継ぎ

を行うものとする。 

 なお、運転監視及び定期点検等により異常が発見された場合は速やかに対処し、結果を大学

に報告する。 

 

(5) 外構保守管理業務 

（業務の対象範囲） 

 ①植栽 
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  ・既存の植栽（本事業により事業者が新たに整備する場合はそれも含む） 

  ・外構範囲内の植栽及び植栽を維持するための構造物等全般 

 ②外構 

  ・施設 

   ゴミ置場、駐輪上屋、門扉、囲障、外部サイン、屋外照明等 

  ・屋外設備 

   埋設配管、暗渠及び排水桝等 

（業務の実施） 

 ・毎事業年度の開始前に植栽、外構保守管理業務計画書を作成し、実施する。 

 ・修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い、修繕を実施する。 

 ・実施業務の結果を記録し、大学へ報告する。 

（要求水準） 

 ①植栽 

  ・施肥、溝水及び病害虫の防除等を行い、植栽を常に良好な状態に保つ。 

  ・美観を保ち、利用者及び通行者等の安全を確保するため適宜剪定、刈込み及び除草等を行

う。 

  ・風等により倒木しないように管理を行うと共に、万一枝等が散乱した場合は適切な処理を

行う。 

 ②外構 

  各施設、設備とも本来の機能を発揮できる状態に保つ。 

 

(6) 清掃業務 

（業務の対象範囲） 

  ・居室を除く全てとし、日常清掃、定期清掃の項目の範囲とする。 

  ・備品、什器等（椅子等軽微なものを除く）の移動は行わない。 

（業務の実施） 

 毎事業年度の開始前に次の項目を含む清掃業務計画書を作成し、実施する。 

  ・日常清掃 

  ・定期清掃 

（要求水準） 

  仕上げ材の性質等を考慮しつつ、日常清掃、定期清掃を適切に組み合わせて作業を実施し、 

建物の美観と衛生的な環境を保つ。 

  （日常清掃） 

   ①日又は週を単位として定期的に行う業務で、概ね次のような業務をいう。 

    ・建物内外の床・階段清掃（掃き、拭き）、ちり払い 

       ・手すり清掃 

    ・吸い殻、ゴミ等の処理 

    ・衛生消耗品の補充 

    ・汚物処理 

    ・マットの清掃等 

   ②床 

    ・床材に応じた適切な方法により、埃、ゴミのないようにする。 

   ③ゴミ箱、汚物容器、厨芥入れ等 

    清掃後は内容物が全て空の状態になっており、汚れが付着していない状態にする。 

   ④キッチン、シャワー室、洗濯室 

    ・排水のつまりが生じないよう、付着物を除去する。 

    ・水垢の付着やカビ、汚れがついていない状態に保つ。 

   ⑤トイレ（洗面台、鏡、衛生陶器を含む） 

    ・衛生陶器類は適切な方法により、見た目に清潔な状態に保つ。 

    ・トイレットペーパー、消毒用品等は常に補充されている状態にする。 

    ・間仕切りは落書き、破損がない状態に保つ。 

    ・洗面台は常に水垢の付着や汚れがない状態に保つ。 
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    ・鏡はシミ、汚れがついていない状態に保つ。 

  ⑥その他の内部付帯施設（流し台等） 

   清潔な状態に保つ。 

 （定期清掃） 

  ①年数回定期的に行う業務で、概ね次のような業務をいう。 

   ・建物内外の床洗浄 

   ・床ワックス塗布 

   ・壁の清掃 

   ・金具磨き 

   ・ガラスの清掃等 

  ②床 

   ・埃、シミ、汚れがない状態に保つ。（繊維床を除く） 

   ・繊維床の場合は埃、汚れがない状態に保つ。 

  ③壁、天井 

   表面全体の埃、シミ、汚れがない状態に保つ。 

  ④バルコニー（計画がある場合） 

   土等の汚れがない状態に保つ。 

  ⑤照明器具、時計、換気口及び空調機 

   埃、汚れを落とし、フィルター清掃等を行い適正に機能する状態に保つ。 

  ⑥窓枠、窓ガラス、網戸 

   汚れがない状態に保つ。 

  ⑦金属部分、手すり、扉、扉溝、スイッチ類 

   埃、汚れがない状態に保つ。 

  ⑧ネズミ、害虫駆除 

   ネズミ、害虫等を駆除する。殺鼠剤等の使用にあたっては事前に大学と協議する。 

 （外構清掃） 

  外構清掃については以下のような業務を実施する。 

  ①外構清掃の対象 

   ・建物周囲（玄関周り等） 

   ・「外構範囲」内舗装面 

   ・側溝、排水管路、汚水管路、雨水管路、水路 

   ・門扉、「外構範囲」内の外部サイン等 

   ・「外構範囲」境界周辺の土地 

   ・ゴミ置場等 

  ②外構清掃の内容 

   ・「外構範囲」内のゴミ等が周辺に飛散して迷惑を及ぼすことを防止する。 

   ・屋外排水設備（敷地内の側溝、排水桝等）の水流をゴミ、落ち葉等で阻害しない。 

   ・日常清掃はゴミ置場、玄関周りについて行う。（水洗い、除塵等） 

   ・門扉は汚れが見苦しくなく、開閉がスムーズな状態に保つ。 

   ・「外構範囲」内の外部サインは汚れが見苦しくなく、表示が見やすい状態に保つ。 

   ・「外構範囲」内舗装面以外の部分の除草を行う。 

 （清掃用具・衛生消耗品等の負担） 

   清掃用器具、洗剤等の資機材やトイレットペーパー等の衛生消耗品等及び灯球の補充は全て

事業者の負担とする。 

 （資機材等の保管） 

   資機材及び衛生消耗品は清掃業務計画書に示された場所に整理し、保管する。 

 （ゴミの収集・集積） 

  ・共同利用部分はゴミ回収日を考慮の上、ゴミを収集・運搬する。 

  ・運搬したゴミはゴミ置場（集積所）に集積すること。また、ゴミ置場は清潔に保つこと。 

  ・ゴミは指定の方法により分別を行い、定められた集積場所に運ぶ。 

 

３．宿舎運営（賃貸・サービス等）業務に関する要求水準 
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(1) 目的 

   事業者は、宿舎を利用する入居者が、自主性・自律性をもって安全かつ安心できる生活を営

めるよう、宿舎の運営を行うものとする。 

 

(2) 一般事項 

 （事業者の業務範囲） 

  ・宿舎運営業務（入退去時手続き、光熱水費等の計算・徴収業務、受付・案内業務補助等を含

む。英語による対応が可能とする。） 

  ・ヘルプデスク業務（傷病人への対応業務を含む） 

  ・空室補修、クリーニング業務 

  ・防犯、防災管理業務 

  ・町内会等の対応 

  ・事業者の提案による付帯事業（コインランドリー設置・運営業務、生活品レンタル業務等） 

 （業務実施にあたっての考え方） 

  ・入居者の安全を最優先とする。 

  ・事業開始後においても入居者の利便性の向上等について積極的にアイデアを大学に提示する。

（要求水準で示すサービス水準を満たしていれば、大学の承認の上で実施することができる。） 

  ・事業者は光熱水費の削減等、経済性に配慮して業務を実施する。 

  ・前年度の業務に対して改善点を提示し、次年度の目標とする。 

 （運営の体制） 

   業務の運営に際しては、要求水準書を満たすことを前提に効率的な配置を行う。また、業務

の繁忙期には体制を強化するなどによりサービス水準を満たし、緊急時においても適切な対応

が可能な体制とする。 

 （運営期間の設定等） 

   運営期間中、原則として、管理人の配置時間は、下記のとおりとする。 

      月～金：８：３０～１７：００ 

土    ：８：３０～１２：００ 

緊急対応は 24時間体制とし通報後速やかに現地到着が可能であること。 

 （管理人に求める人物像） 

 ・英語により日常会話が可能であること 

・他者と積極的にかかわる意識を持っていること 

・孤立しがちな留学生が安心して学生生活を送れるように積極的に声掛けし、内にこもらな

いように留学生同士がつながりを持てるようにサポートすること 

・会館が地域や周辺住民とのつながりを維持しつつ、留学生が地域に好意的に受け入れても

らえるように、さまざまな行事等の取組を積極的に行おうとすること 

 （計画書・報告書の作成） 

   事業者は毎年度の運営業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程等必要な事項を記載した業

務計画書を提出する。また、運営業務に係る定期的な総合報告書を作成し、提出する。 

 （業務日誌による大学への報告） 

   事業者は維持管理業務、宿舎運営業務等の状況について、業務日誌により毎日報告する。 

 （費用の負担） 

   業務に要する費用は大学から支払われる委託料により負担するものとする。 

 （その他留意事項） 

  ・地元町内会の意向は最大限尊重し、誠意をもって対応する。 

  ・備品等の購入にあたってはグリーン購入を検討する。 

  ・事業者は、サービスの質の向上等について大学と都度協議するとともに、その実現に向け、

最大限の努力を行う。 

  ・事業運営期間中の安定的かつ継続的なサービス提供に配慮する。 

  ・事業者は常時連絡可能な運営業務の窓口を設置し、大学に通知する。 

  ・業務に必要な有資格者については事業者が用意する。 
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 (3) 宿舎運営業務 

 （目的） 

宿舎として施設運営全般に関する業務を実施する。 

 （要求水準） 

  ②入退去時の手続き 

会館ルール等を入居者に説明したうえで、それらを遵守する旨を記載した誓約書等に署名

させる。また、これらの業務を英文でも行えることとする。 

  ③光熱水費等の計算・徴収業務 

   ・光熱水費の契約方法及び徴収方法は入居者の利便性に配慮して決定する。 

 （受付・案内業務補助等） 

  ①原則として英語による対応が可能なこと。 

  ②鍵の収受 

   ・各居室の鍵の管理規則を定め、管理を行う。 

   ・管理規則の策定に当たっては、少なくとも「入居時に鍵を渡し、退去時に回収すること」、   

   「入居者が鍵を紛失した場合には、事業者が一時的に代わりの鍵を貸与する等の措置を行う

こと」、「入居者が鍵を紛失した場合には、入居者の実費負担により鍵を交換すること」に

ついて記載する。 

   ・鍵の受け渡しに際しては本人確認を行う。 

  ③入居説明書の作成（和文・英文等） 

   ・大学と協議の上、施設の利用に関する説明書について、和文及び英文等で作成する。 

   ・図解等が入ったものなど、入居者にとって分かりやすいものとすること。 

  ④施設の利用方法の説明等 

   ・入居時に入居者に入居説明書を渡し、また、実際に施設を案内して利用方法を説明する。 

   ・説明に際しては、入居者のニーズに応じた柔軟な対応を行う。 

   ・説明事項の例を以下に挙げるが、これに限らない。 

     施設概要、サービス内容、料金の内容、支払方法、鍵の取扱、ゴミ処理等、流し台の利

用上の留意点、退去時の修繕費用の負担区分、周辺のスーパー、レストラン、病院等に

関する情報、郵便物の仕分け、書類郵便の受領、引渡し、退去者郵便物の返却、退去時

の光熱水費の徴収、緊急時（火災、病気等）の対応 

   ・特に、来日直後の日本語が不自由な入居者に対しては、英語等で分かりやすく、かつ、文

化や慣習の違いを考慮した上で適切な説明を行う。 

  ⑤入居者に対する改善勧告 

   ・当該宿舎の規定等に従わない者、若しくは、他の入居者に対して迷惑行為を行う者に対し

て改善勧告を行う。また、対処後の結果を大学に報告する。 

   ・違法行為を発見した場合等については、まずは事業者側で適切な対応を行い、その後、大

学に報告する。 

  ⑥入居者に対する生活指導・助言等 

   ・日本での生活に不慣れな入居者の日常生活に寄り添い、生活指導・助言を行う。 

  ⑦来訪者への対応 

   ・来訪者については、備え付けの受付簿に来訪者名及び来訪時間を記帳させるとともに、来

訪目的に応じた適切な対応を行う。 

   ・電気及び上下水道等の事業者についても上記と同様に対応する。 

   ・不審者と判断した場合は、その挙動に注意を図るとともに、来訪時間及び風貌等を記録す

る等適切に対応する。 

 

(4) ヘルプデスク業務 

  入居者・保護者及び近隣等からの相談や苦情等に対して２４時間対応可能なヘルプデスクを

設置し、以下の業務を行う。 

  ・エアコンや水回りなどの不具合発生時の受付窓口として迅速かつ適切に対応し、復旧の確 

認をする。 

  ・救急の傷病人へ適切なサポートを行う。 

  ・その他、円滑な事業運営に対して柔軟に各種サポートを行う。 
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  ・英語による対応が可能であること。 

  ・相談や苦情等の対応結果について定期的に大学に報告する。 

 

(5) 空室補修・クリーニング業務 

   ・事業者は、入居者が退去した部屋の補修、クリーニング等を行い、速やかに次期入居者を

受け入れられる状態に復旧するものとする。 

   ・事業者は、退去の受付を行った後、入居説明書等で規定した事業者と入居者との補修負担

区分を判定し、次期入居者を受け入れられるよう補修し、クリーニングを行う。 

 

(6) 防犯・防災管理業務 

 入居者の安全・安心の確保を目的として以下の業務を行う。 

  ・宿舎内の防犯・防災管理を行う。 

  ・非常時、緊急時への対応についてあらかじめ大学と協議し、防災計画等を策定する。 

  ・災害が発生した場合は、防災計画等に基づき、直ちに必要な措置を取るとともに、関係機

関及び大学に通報する。 

 

(7) 付帯事業（独立採算業務） 

  生活用品レンタル業務、コインランドリー設置・運営業務等については事業者が付帯業務と 

して提案して差し支えない。 

 

４．その他 
 

(1) 用語の定義 

①点検 

建築物等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常又は劣化がある

場合、必要に応じた対応措置を判断することを含む。 

②保守 

建築物等の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗部品又は材料の取替え、注

油、汚れ等の除去、部品の調整等の軽微な作業をいう。 

③運転・監視 

設備機器を稼動させ、その状況を監視及び制御することをいう。 

④清掃 

塵・汚れを除去し、又は汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つ

ための作業をいう。 

⑤補修・修繕 

施設の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機能を、原状（初期の水準）

まで回復させることをいう。 

⑥更新 

機能が劣化した設備や機器等（備品を含む）を新たに整備・調達する保全業務をいう。 

⑦清掃における資機材 

資機材とは、次のような資材及び機材をいう。 

※ 資材：洗浄用洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等 

※ 機材：ホウキ、フロアダスタ、真空掃除機、床磨き機等 

⑧清掃における衛生消耗品 

衛生消耗品とは、トイレットペーパー、水石けん等をいう。 
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事業者選定基準 

 
Ⅰ．評価方法 

事業者の選定にあたり、下記Ⅱ．基礎的な条件、Ⅲ．評価項目・評価基準及びⅣ.採点基準に基づき

評価点を算出し、最も評価点の高い者を事業者として選定する。 

 
Ⅱ.基礎的な条件 

①大学が募集要項並びに要求水準書等において提示している内容を下回っていないこと。 

②施設の活用を通じて近隣住民等との良好な関係を維持できること。 

③関係法令の規定を遵守し、施設の活用を安定的かつ効果的に行うことができること。 

 

Ⅲ.評価項目・評価基準 

 

評価項目 評価基準 配点 様式 

１．応募者に対する評価 

業務遂行能力（業務実

績、団体の信用性） 

維持管理、運営業務における同種事業の実績の規模、

経済基盤の安定性 

10 様式３ 

様式４ 

様式５ 

付属書類 
事業の実施体制・コン

セプト 

実施体制、事業内容に関する理解度、実施の考え方

（方針）の妥当性 

10 

２．提案事業に対する評価 

要求水準等の実現 要求水準、公募条件の内容との比較 10 

様式３ 

維持管理の計画 

（緊急時の対応） 

定期の点検、修繕、改修に係る長期計画、故障や不具

合への対応、効率的・効果的な施設の保全、緊急時の

入居者対応などへの工夫 

10 

宿舎運営の計画 入居者管理、管理人業務をはじめとする入居者への各

種支援、生活サービスの提供などへの工夫 

10 

家賃等の設定 公募条件の範囲内での家賃設定 10 

資金収支等の計画 事業の安定性 10 

その他の事項 法令順守、省エネルギー対策、近隣・地元への対応・

貢献、コスト縮減の工夫など 

10 

３．ワーク・ライフ・バランス等の推進に対する評価 

以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づ

く、特に優良であるとされる認定 

・プラチナえるぼし認定＝５点 

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく特例認定（プラチナ認定企

業） 

・プラチナくるみん認定＝５点 

○女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）等 

・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。）＝１点 

・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。）＝２点 

・認定段階３＝３点 

・行動計画策定済（常時雇用する労働者の数が１００人以下のもの）に限る（計

画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）＝０．４点 

○次世代法に基づく認定（トライくるみん認定企業・くるみん認定企業）等 

・くるみん認定①（平成29年3月31日までの基準）※１＝１点 

・くるみん認定②（平成29年4月1日～令和4年3月31日までの基準）※２＝１点 

・くるみん認定③（令和4年4月1日～令和7年3月31日までの基準）※３＝２点 

・くるみん認定④（令和7年4月1日以後の基準）※４ ＝２点 

・トライくるみん認定①（令和4年4月1日～令和7年3月31日までの基準）※５＝

１点 

・トライくるみん認定②（令和7年4月1日以後の基準）※６＝２点 

5 付属書類 
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・行動計画を策定又は変更済（令和7年4月1日以後の基準に基づき、常時雇用す

る労働者の数が１００人以下のものに限る）＝０．４点 

※１ くるみん認定① 平成29年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進

法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認

定 

※２ くるみん認定② 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支

援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和3年厚生労働省令第185号。

以下「令和3年改正省令」という。）による改正前の次世代育成支援対策推進

法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の

例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推

進法施行規則第4条に掲げる基準による認定（ただし、※１の認定を除く） 

※３ くるみん認定③ 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正

省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び

第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規

則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定（ただし、※１※２の認

定を除く） 

※４ くるみん認定④ 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正

省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」

という。）第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定（くるみん（令和７

年４月１日以後の基準）認定） 

※５ トライくるみん認定① 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6

年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3

号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例に

よることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法

施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定（トライくるみん

（令和4年4月1日～令和7年3月31日までの基準）認定） 

※６ トライくるみん認定② 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施 

行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定（トライくるみん

（令和7年4月1日以後の基準）認定） 

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

・ユースエール認定＝３点 

○上記に該当する認定等を有しない＝０点 

※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人について

は、相当する各認定等に準じて評価する。 

計 85 
 

 

Ⅳ.採点基準 

評価項目のうち、１．応募者に対する評価及び２．提案事業に対する評価については、下記採点基

準に基づき評価点を算出する。 

５段階評価 ５ ４ ３ ２ １ 

採点基準 大変優れている 優れている 普通 やや劣っている 劣っている 

点数 １０ ７．５ ５ ２．５ ０ 
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前  文 
 

 発注者 国立大学法人京都大学(以下｢大学｣という。)と●●●及び✕✕✕をその構成員と

し、●●●をその代表者とする■■■グループ(以下｢事業者｣という。)とは、京都大学み

ずき会館運営事業(以下｢本件事業｣という。)に関する契約(以下｢本契約｣という。)をここ

に締結する。 

 大学と事業者は、本件事業の実施について、本契約とともに、募集要項等並びに募集要

項等に従い作成され、応募時に提出した提案書類等(それぞれ第 1 条に定義する。)に定め

る事項が適用されることをここに確認する。ただし、本契約、募集要項等及び提案書類等

のそれぞれの内容が異なる場合には、本契約の規定が優先し、本契約に定めのない事項に

ついて募集要項等と提案書類等のそれぞれの内容が異なる場合は、募集要項等の定めが優

先するものとする。 

 

 

第 1章 用語の定義 
 

(定義) 

第 1条  本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。 

(1) ｢維持管理・運営開始予定日｣とは、2026（令和 8）年 10月 1日をいう。ただ

し、本契約の規定により変更された場合には、その変更後の日をいう。 

(2) ｢維持管理・運営期間｣とは、維持管理・運営開始予定日から、維持管理・運

営終了予定日までの期間をいう。 

(3) ｢維持管理・運営終了予定日｣とは、2029（令和 11）年 9 月 30 日をいう。た

だし、本契約の規定により変更された場合には、その変更後の日をいう。 

(4) ｢維持管理業務｣とは、要求水準書に規定する本件施設に関する維持管理業務

をいう。 

(5) ｢維持管理業務年間計画書｣とは、要求水準書に定める建物保守管理業務計画

書、設備保守管理業務計画書、外構保守管理業務計画書、清掃業務計画書及

び修繕・更新業務計画書を総称していう。 

(6) ｢運営業務｣とは、要求水準書に規定する本件施設に関する運営業務をいう。 

(7) ｢関係者協議会｣とは、本件施設の維持管理及び運営に関する事項について、

大学及び事業者が協議するために設営する機関で、大学及び事業者により構

成されるものをいう。 

(8) ｢業務計画書等｣とは、維持管理業務計画書、維持管理業務年間計画書及び運

営業務計画書を総称していう。 

(9) ｢光熱水費｣とは、本件施設の上下水道及び電気の使用に係る費用をいう。 

(10) ｢事業年度｣とは、毎年 4月 1日から翌年の 3月 31日までをいう。 

(11) ｢利用料金｣とは、入居者が負担する本件施設の利用料金をいう。 

(12) ｢事業委託料｣とは、本件事業の実施にあたって、大学から事業者へ支払われ

る委託料をいう。 

(13) ｢第三者｣とは、大学及び事業者以外の者をいう。 

(14) ｢提案書類等｣とは、事業者が募集要項等に従い、大学に提出した本件事業に

関する提案が記載された書面及び本契約締結に至るまでに事業者が大学に対

して行った説明の全てをいう。 

(15) ｢入居者｣とは、本件施設の入居者をいう。 

(16) ｢不可抗力｣とは、大学及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事

由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、

第三者の行為(許認可を含む。)その他自然的又は人為的な現象のうち通常の

予見可能な範囲外のもの(募集要項等で定められた水準を超えたものに限
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る。)等をいう。ただし、法令等(次号で定義)の変更は｢不可抗力｣に含まれ

ないものとする。 

(17) ｢法令等｣とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命

令、行政指導及びガイドラインをいう。｢法令等の変更｣とは、｢法令等｣が制

定又は改廃されることをいう。 

(18) ｢募集要項等｣とは、本件事業に関し公表された募集要項及びその添付書類

(要求水準書、事業者選定基準、応募書類様式)並びに募集要項及びその添付

書類に対する質問及びこれに対する大学の回答を示した書面の全てをいう。 

(19) ｢本件施設｣とは、京都大学みずき会館の建物及び建物を機能させるために設

置された各種設備(外構部分を含む。)及び備品をいう。 

｢本件土地｣とは、別紙 1において特定された本件施設の維持管理及び運営を

履行する場所をいう。 

 

第 2章 総則 
 

(目的) 

第 2条  本契約は、大学及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために

必要な一切の事項を定めることを目的とする。 

 

(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 

第 3条  大学及び事業者は、本件事業が大学関連施設の整備事業としての公共性を有す

ることを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものと

する。 

2  大学は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣

旨を尊重するものとする。 

 

(事業日程) 

第 4条  本件事業は、事業日程表別紙 2に従って実施されるものとする。 

 

(本件事業の遂行) 

第 5条  本件事業は、本件施設の維持管理、運営並びにこれらに付随し関連する一切の

事業により構成されるものとする。 

2  事業者は、本件事業を、自己の責任と費用において、本契約、募集要項等及び

提案書類等に従って遂行しなければならない。なお、本件事業の概要は、業務概

要書別紙 3において明示するものとする。 

3  事業者は本件事業を共同連帯して実施するものとし、本契約に定める事業者の

債務は事業者の代表企業及び構成員の連帯債務とする。 

 

(関係者協議会) 

第 6条  大学及び事業者は、本件施設の維持管理及び運営に関する事項について協議を

行うことを目的とした、大学及び事業者により構成する関係者協議会を設置する

ものとする。大学及び事業者は、本契約締結後速やかに、関係者協議会に関する

設置要項を作成するものとし、その内容は大学及び事業者の協議により決定する

ものとする。 

 

(本件施設の名称) 

第 7条  本件施設の仮称は、京都大学みずき会館とし、正式名称は後日大学と事業者の

協議により定めるものとする。 
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(本件事業の費用) 

第 8条  本契約上の事業者のなすべき義務の履行に関する一切の費用は、本契約に別段

の規定がある場合を除き、全て事業者が負担するものとする。 

 

(事業者の資金調達) 

第 9条  本件事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行う

ものとする。 

 

(権利義務の譲渡等) 

第 10条  大学及び事業者は、本契約により生じる権利を第三者に譲渡し、義務を第三者

に継承させ、又は質権その他担保権を設定することができない。 

 

(許認可、届出等) 

第 11条  事業者は、本契約上の義務を履行するために許認可及び届出(以下｢許認可等｣

という。)が必要な場合は、自己の責任及び費用において、許認可を申請し、こ

れを受け、又は届出を行い、これを維持するものとする。ただし、大学が取得、

維持する許認可及び大学が提出すべき届出は除くものとする。許認可等には、本

件施設の維持管理及び運営に必要な特許権等の実施権の取得も含まれるものとす

る。事業者は、大学が求めた場合、各種許認可等の書類の写しを大学に提出する。 

2  事業者が大学に対して協力を求めた場合、大学は、事業者による前項に定める

許認可の申請、届出等の手続に必要な資料の提出その他について協力するものと

する。 

3  大学が事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、大学による許認可の申請、

届出等の手続に必要な資料の提出その他について協力するものとする。 

4  事業者は、第 1 項に規定する一切の許認可の申請、届出等の手続については、

大学に対して事前説明及び事後報告を行うものとする。 

 

 

 

第 3章 維持管理及び運営 
 

第 1節 総則 

 

(本件施設の維持管理及び運営体制の確認) 

第 12条  事業者は、各本件施設の維持管理・運営開始予定日までに、各本件施設の維持

管理及び運営業務に必要な人員を確保し、かつ、これらの業務に必要な研修等を

行わなければならない。 

2  事業者は、前項に規定する研修等を完了し、かつ、本契約、募集要項等及び提

案書類等に従い本件施設を運営することが可能となったときは、大学に対してそ

の旨を通知し、大学の確認を得なければならない。 

3  大学は、事業者から前項に規定する通知を受けた場合、各本件施設の維持管理

及び運営の体制を確認するため、事業者に予め通知の上、本件施設内に立ち入り

調査し、事業者に報告を求めることができる。なお、事業者は、大学による調査

に最大限協力しなければならない。大学は、本項の規定に基づく確認の結果、各

本件施設の維持管理又は運営の体制が、関係法令等、本契約、募集要項等及び提

案書類等に基づく条件を満たしていないと判断したときは、事業者に対して、理

由を付して、相当な期間を定めて改善措置を講ずることを命ずることができる。

この場合において、大学は、事業者に対して確認のために必要な行為、作業等を

求めることができるものとする。 
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4  前項に基づき大学が事業者に必要な行為、作業等を求めた場合、事業者は、大

学に協議を申し入れることができるものとする。 

5  事業者は、第 3 項に規定する大学の立ち入り調査への協力を行うとともに、大

学に対する報告に要する費用を負担する。 

 

(遵守事項) 

第 13条  事業者は、各本件施設の維持管理・運営期間中、関係法令、本契約、募集要項

等及び提案書類等に従って、維持管理業務及び運営業務を実施しなければならな

い。 

2  事業者は、維持管理・運営期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって、

維持管理業務及び運営業務を実施しなければならない。 

 

(労働安全衛生管理) 

第 14条  事業者は、維持管理・運営期間を通じて、関係法令を遵守し、本契約、募集要

項等及び提案書類等に従って、労働安全衛生管理に努めなければならない。 

 

(維持管理・運営に係る要求水準、維持管理方法及び運営方法の変更) 

第 15条  事業者は、合理的な理由がある場合、大学と協議の上、維持管理方法及び運営

方法を変更することができる。この変更に起因して事業者に追加費用又は損害が

生じたときは、事業者は、その追加費用又は損害を負担するものとする。 

2  大学は、事業者に対し、維持管理業務及び運営業務に係る要求水準書に規定す

る要求水準又は業務仕様、並びに維持管理方法及び運営方法の変更を求めること

ができる。かかる変更を求める場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応

について事業者の合意を得るものとする。この変更に起因して事業者に追加費用

又は損害が生じたときは、大学がその追加費用又は損害を負担するものとする。 

3  法令等の変更により、維持管理方法及び運営方法の変更が必要となった場合、

変更内容については双方協議の上決定するものとし、かかる変更により生じた追

加費用又は損害の負担については、第 33条第 2項及び第 3項によるものとする。 

4  不可抗力により、維持管理方法及び運営方法の変更が必要となった場合、変更

内容については双方協議の上決定するものとし、かかる変更により生じた追加費

用又は損害の負担については、第 34条第 2項及び第 3項によるものとする。 

 

(近隣対策) 

第 16条 事業者は、自己の責任及び費用において、維持管理業務及び運営業務に関して、

合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとし、かかる近隣対策等の実

施について、大学は事業者に対して必要な協力を行うものとする。 

2  事業者は、自己の責任及び費用において、本件施設の維持管理方法及び運営方

法に関する周辺住民からの苦情等について対応するものとする。 

 

(第三者への委任等) 

第 17条  本件事業の実施に関し、維持管理業務を事業者の構成員である●●●株式会社

及び株式会社●●●が、運営業務を事業者の構成員である株式会社●●●がそれ

ぞれ担当するものとする。 

2  事業者は、事前に大学に通知し、その承諾を得た場合に限り、維持管理業務又

は運営業務の一部を前項に定める者以外の第三者に委託することができるものと

する。 

3  事業者は、前 2 項の規定により維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を第

三者へ委託した場合において、当該維持管理又は運営業務について当該第三者が

再委託をするときは、大学に対して事前にその旨を通知し、その承諾を得なけれ



- 5 - 

ばならない。 

4  前 3 項の規定に基づく委託及び再委託は、全て事業者の責任において行うもの

とする。 

5  事業者は、委託先を変更し、又は再委託先が変更される場合、前 3 項の規定に

従うものとする。 

 

(ユーティリティーの確保) 

第 18条  事業者は、自己の責任と費用において、本契約、募集要項等及び提案書類等に

従い維持管理業務及び運営業務を行うために必要な電力、上水、電話の確保及び

公共用排水路までの排水管の維持管理を行うものとする。 

 

(第三者に及ぼした損害) 

第 19条 事業者は、維持管理業務及び運営業務において、第三者に損害を及ぼした場合、

本契約に別段の定めがない限り、当該損害を当該第三者に対して賠償しなければ

ならない。ただし、大学の責めに帰すべき事由により生じた損害については、大

学が負担するものとする。 

2  事業者は、前項の損害賠償に係る債務を担保するために、本件施設の維持管

理・運営期間中、自ら別紙 7 として添付する事業者等が付保する保険に掲げる保

険に加入するほか、第 17 条に規定する第三者に維持管理業務及び運営業務を委

任等した場合、当該第三者をして同保険に加入させなければならない。 

3  事業者は、別紙 7 に規定する保険の全部又は一部を変更する場合、事前にその

内容を大学に通知するものとする。 

 

(業務報告書の提出等) 

第 20条  事業者は、本契約、募集要項等及び提案書類等に基づき、維持管理及び運営業

務の履行結果を正確に記載した業務日誌、業務月報及び定期的な総合報告書(以

下これらを総称して｢業務報告書｣という。)を作成するものとする。 

2  事業者は、前項に規定される業務日誌を本件施設にて保管するものとする。大

学は、事業者に対し業務日誌のうち大学が必要とするものの提出を求めることが

できる。 

3  業務月報及び定期的な総合報告書の提出期限は大学と事業者が協議して定める。 

4  事業者は、第 1 項の報告のほか、本件土地の中で発生した事故、利用者又は周

辺住民からの重大な苦情等、当該苦情等への対応など、緊急性を要する事項につ

いては、随時大学に報告するものとする。 

5  大学は、事業者に対し独立採算事業の業務実施状況に係る報告を求めることが

できる。 

 

(モニタリングの実施) 

第 21条  大学は、自己の責任及び費用において、事業者が維持管理及び運営業務を適切

に実施していることを確認するため、本契約、募集要項等及び提案書類等の項目

に従い、以下のとおりモニタリングを実施するものとする。 

(1) 大学は、前条の規定に従い事業者が作成し、大学に提出する、業務日誌、業

務月報、半期報告書及び年間報告書の内容確認のため、必要に応じて、施設

巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。 

(2) 前号の場合のほか、大学は、維持管理・運営期間中、事業者に事前に通知し

た上で、第 17 条に規定する第三者に対して説明を求め、又は本件施設内に

おいてその維持管理及び運営状況を事業者、維持管理業務及び運営業務の受

託者の立会いの上確認することができる。事業者は、当該説明及び確認の実

施につき大学に対して最大限の協力を行うものとする。 
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2  大学は、前項の説明又は確認の結果、本件施設の維持管理及び運営状況が本契

約、募集要項等及び提案書類等に規定する水準に達していないと判断した場合、

事業者に対してその是正を請求するものとし、事業者は、かかる請求に対する対

応状況を大学に対して速やかに報告しなければならない。 

3  大学は、必要に応じて、本件施設について利用者等へのアンケート及びヒアリ

ングを行うことができる。 

4  大学は、本条に規定する説明要求、説明の実施及び立会いの実施、是正の請求

等を理由として本件事業の実施の全部又は一部について、何らの責任を負担する

ものではない。 

 

（契約不適合責任） 

第 22条  事業者が実施した本件施設の維持管理業務、運営業務に関し、本契約、募 

     集要項等又は提案書類等の内容と適合しないものがある場合、大学は事業者に対 

   し、相当の期間を定めて、履行の追完（再実施、修補、代替物の引渡し等）を請求 

   することができる。 

  2  前項の場合において、事業者が相当の期間内に履行の追完をしないときは、大   

学は、その不適合の程度に応じて、事業委託料の減額を請求することができる。 

  3  前 2 項の規定は、第 36 条に基づく解除及び大学による損害賠償の請求を妨げな

い。 

 

 

第 2節 維持管理 

 

(維持管理業務計画書の提出) 

第 23条  事業者は、維持管理業務を開始するに当たり、各本件施設の維持管理・運営開

始予定日の 30 日前までに、本契約、募集要項等及び提案書類等に基づき、維持

管理・運営期間を通じた維持管理業務計画書を作成して、大学の確認を受けなけ

ればならないものとする。 

2  事業者は、事業年度ごとに、維持管理業務年間計画書を作成の上、当該事業年

度が開始する 30 日前までに大学に提出し、その確認を受けなければならない。 

 

(維持管理業務の実施) 

第 24条  事業者は、本件施設について、本契約、募集要項等及び提案書類等に定められ

た所要の性能及び機能を保つため、維持管理業務計画書及び維持管理業務年間計

画書に従って、維持管理業務を実施しなければならない。 

 

(維持管理業務に係る費用の負担) 

第 25条  維持管理業務の実施に必要な一切の費用(維持管理業務の実施に必要な光熱水

費、資機材・消耗品の調達費用並びに共用部分の消耗品費を含むがこれらに限ら

れない。)は、事業者の負担とする。ただし、本件施設が本契約、募集要項等及

び提案書類等に定められた所要の性能及び機能を十分に満たしている状態におい

て、大学が自らの都合により別途事業者に要求して実施する修繕・更新業務(要

求水準を超える性能向上、内装変更、模様替え等)に係る費用に限り、大学の負

担とする。 

2  本契約において、「大規模修繕」とは、大学が自らの事由により別途発注する

大規模な修繕をいい、当該大規模修繕は大学がその費用で実施する。ただし、要

求水準書等に示す機能を維持するために行う修繕及び更新に係る費用は、その修

繕等の規模の大小にかかわらず、すべて事業者の負担とし、前段に定める大規模

修繕には含まれないものとする。なお、大学及び事業者は、本件事業の事業期間



- 7 - 

中において、大学による大規模修繕の実施予定がないことをここに相互に確認す

る。 

 

第 3節 運営 

 

(運営業務計画書の提出) 

第 26条  事業者は、事業年度ごとに、本契約、募集要項等及び提案書類等に従い、運営

業務に係る運営業務計画書を作成の上、当該事業年度が開始する 30 日前までに

大学に提出し、その確認を受けなければならない。 

 

(入居者の募集等)  

第 27条  入居者の募集及び選定は大学が実施する。 

2  大学は、前項に基づき大学が選定した入居者に入居許可を通知し、事業者は当

該入居者を本件施設に入居させるものとする。 

3  利用料金は事業者が入居者から徴収し、事業者が徴収した金額を大学に支払う

ものとする。 

4   利用料金は別紙 5 に定めるとおりとする。ただし、大学及び事業者は、大幅な

経済変動、公租公課の変動又は大学若しくは事業者に本件事業の継続に支障をき

たす重大な事象が発生したときは、別紙 5 に規定する利用料金の改定について協

議をするものとし、当該協議で得られた合意に基づき利用料金を改定することが

できるものとする。 

 

(宿舎の構成) 

第 28条  本件施設の戸数等は、別紙 4に規定するとおりとする。 

 

(入居保証) 

第 29条  大学は別紙 5 に定める率(以下｢入居保証率｣という。)の入居保証を行うものと

する。 

2  大学が第 27 条第 3 項で事業者に支払う金額(年額)が、入居保証率による入居

があったときの利用料金の合計額(年額)に満たないときは、大学は、当該差額

(不足額)を入居保証として事業者に支払うものとする。ただし、事業者の責めに

帰すべき事由（事業者による維持管理及び運営の各業務が不十分である場合を含

む。）により入居保証率による入居があったときの利用料金の合計額（年額）を

下回っている場合は、この限りでない。 

3  大学が第 27 条第 3 項で事業者に支払う金額(年額)が、入居保証率による入居

があったときの利用料金の合計額(年額)を超える場合の取扱いは別紙 5 に定める

とおりとする。 

4   大学及び事業者は、大幅な経済変動、公租公課の変動又は大学若しくは事業者

に本件事業の継続に支障をきたす重大な事象が発生したときは、別紙 5 に規定す

る入居保証率の改定について協議をするものとし、当該協議で得られた合意に基

づき入居保証率を改定することができるものとする。 

 

(光熱水費) 

第 30条  入居者の光熱水費は、事業者が入居者から実費を徴収し、とりまとめて、供給

事業者に支払う。ただし、入居者が供給事業者と直接受給契約を締結する場合は、

入居者が当該供給事業者に支払うものとする。 

 

(独立採算事業) 

第 31条  事業者は、自らの責任及び費用負担において、本契約、募集要項等及び提案書
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類等に従い、独立採算事業(ただし、大学の同意を得たものに限る。)を行う。 

2  事業者は、独立採算事業を実施するために必要な許認可等を、自らの責任で取

得するものとし、大学は、かかる事業者による許認可の取得に合理的な範囲で協

力する。 

3  事業者は、独立採算事業に係る事業計画(入居者から徴収するサービスの対価

その他の料金設定を含む。)を、事前に大学に報告するものとする。 

4  事業者は、本件施設内で独立採算事業の実施に必要な場所を要求水準書に従い

有償又は無償で使用できるものとする。 

5  独立採算事業の利用料金その他は、事業者が提案書類等に従い定める。 

 

（事業委託料） 

第 32条  事業委託料は、別紙 6に定めるとおりとする。 

 

 

 

第 4章 不可抗力及び法令等の変更 
 

(法令等の変更) 

第 33条  大学及び事業者は、法令等の変更により本契約に係る自らの義務の履行ができ

なくなった場合、速やかにその内容詳細を記載して相手方に通知し、当該義務が

法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。 

2  法令等の変更により、事業者に追加費用又は損害が発生した場合、その追加費

用は事業者が負担するものとする。 

3  前項の場合、事業者は、大学に対し、発生した追加費用又は損害に相当する額

を回収するために必要な限度で行う本件施設の利用料金の改定並びに維持管理・

運営期間の伸長その他の変更に関する協議を求めることができる。 

 

(不可抗力) 

第 34条  大学及び事業者は、不可抗力により本契約に係る自らの義務の履行ができなく

なった場合、速やかにその内容詳細を記載して相手方に通知しなければならない。

この場合、大学は、事業者との協議により通知の内容について確認した結果、不

可抗力が認められたときは、事業者は、不可抗力が発生した日以降、不可抗力に

より履行ができなくなった義務について、本契約に基づく履行義務を免れるもの

とする。ただし、大学及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最

小限にするよう努めなければならない。   

2  不可抗力により、各本件施設の維持管理業務又は運営業務に関し、大学、事業

者又は第三者に生じた追加費用又は損害については、事業者は、一事業年度の累

計で事業期間における事業委託料の総額相当分の 1％に至る金額までを負担し、

これを超える金額については双方協議の上で負担割合を決定する。ただし、事業

者が不可抗力事由に関して保険金を受領した場合、これを増加費用又は損害に充

当したうえで、その残額について、本項前段の定めを準用するものとし、また独

立採算事業に係る追加費用及び損害は全て事業者の負担とする。 

3  大学及び事業者は、前項の負担の決定に際し、相手方に対し、各本件施設の維

持管理・運営期間の伸長に関する提案をすることができる。かかる提案について

合意がなされ維持管理・運営期間が伸長される場合、当該期間の伸長により事業

者が得られることとなる収入を考慮して前項の負担を決定するものとする。 
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第 5章 契約期間及び契約の終了 
 

第 1節 契約期間 

 

(契約期間) 

第 35条 本契約の契約期間は、契約締結日から、維持管理・運営期間の終了までとする。 

 

第 2節 事業者の債務不履行による本契約の解除 

 

(事業者の債務不履行による解除) 

第 36条  次の各号の一に該当する場合、大学は、事業者に対して通知した上で、本契約

を解除することができる。 

(1) 事業者が本件事業(提案付帯事業を除く。)を放棄し、30 日間以上にわたり

その状態が継続したとき。 

(2) 事業者のうちいずれか 1者以上が破産、会社更生、特別清算又は民事再生そ

の他の倒産法制上の手続について事業者の取締役会でその申立を決議したと

き。 

(3) 事業者が業務報告書に著しい虚偽の記載を行ったとき。 

(4) 事業者が重大な法令等の違反をしたとき。 

(5) 前 4 号に規定する場合のほか、事業者が本契約の重大な条項に違反し、客観

的にその違反により契約の目的を達することができないと大学が合理的に判

断したとき。 

 

第 3節 大学の債務不履行による契約解除 

 

(大学の債務不履行による契約解除) 

第 37条  大学が本契約に違反し、事業者から催告を受けたにもかかわらず、大学が事業

者からの催告を受けた日から 60 日を経過しても当該違反が是正されない場合、

事業者は、大学に通知した上で本契約の全部又は一部を解除することができるも

のとする。 

2  前項の本契約が解除された場合、大学は、事業者に対し、当該解除による業務

終了により事業者が負担した費用及び当該終了により事業者が被った損害額を賠

償する。 

3  第 1 項の規定に基づく解除は、事業者の大学に対する損害賠償請求を妨げない

ものとする。 

 

第 4節 大学による任意解除 

 

(大学による任意解除) 

第 38条  大学は、本件事業の実施の必要がなくなった場合又はその他大学が必要と認め

る場合には、事業者に対して 180 日以上前に通知を行うことにより、本契約を解

除することができる。 

2  前項の規定に基づき本契約が解除された場合、大学は、事業者に対し、当該解

除による業務終了により事業者が負担した費用及び当該終了により事業者が被っ

た損害額を賠償する。  

3  第 1 項の規定に基づく解除は、事業者の大学に対する損害賠償請求を妨げない

ものとする。 
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第 5節 法令等の変更及び不可抗力による契約終了 

 

(法令等の変更による契約終了) 

第 39条  本契約の締結後における法令等の変更により、本件事業の継続が不能となった

場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、若しくは第 33 条第 3 項の協議

が協議開始後 60 日を経過しても調わなかった場合、大学は、事業者に通知の上

で、本契約の全部を終了することができる。ただし、事業者が、本件事業を継続

させるために大学が選定した第三者に対し、本契約上の事業者の地位を大学が承

認した条件で譲渡した場合、本契約は存続するものとする。 

 

(不可抗力による契約終了) 

第 40条  第 34 条第 2 項又は第 3 項の協議にもかかわらず、不可抗力が生じた日から 60

日以内に本契約の変更及び追加費用又は損害の負担について合意が成立しない場

合、大学は、事業者に通知の上で、本契約を終了することができるものとする。 

   2  本契約の一部解除の場合、解除されない部分の契約は存続するものとし、大学

と事業者は協議により必要な契約変更を行うものとする。 

 

第 6節 本件事業終了に際しての措置 

 

(本契約終了後の本件施設の運営・維持管理) 

第 41条  大学及び事業者は、維持管理・運営期間終了の 1 年前に、同期間終了後の本件

施設の取扱いについて協議を開始するものとする。 

2  大学及び事業者は、本契約終了後も引き続き本件施設を宿舎として供用するこ

とが必要で、かつ、継続して本件施設の健全性を保ち維持管理及び運営すること

ができると判断する場合、本契約終了時までに、維持管理業務及び運営業務に関

する委託契約を新たに締結することができるものとする。 

 

(本件事業終了に際しての処置) 

第 42条  事業者は、維持管理・運営期間が終了し、かつ、前条第 2 項に規定する委託契

約を締結しない場合において、本件土地又は本件施設内に事業者が所有又は管理

する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他のもの(以下｢器材等｣とい

う。)を撤去するものとする。 

2  大学及び事業者は、前項に規定する場合、器材等の処置内容及びその費用負担

について、協議の上、決定するものとする。 

3  大学は、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に第 2 項に定める器材等の処

置を実施しないときは、事業者に代わって当該器材等を処分し、事業用地又は本

件施設の修復、片付けその他適当な処置を行うことができるものとする。この場

合、事業者は、合理的な費用を負担するものとする。 

4  大学は、維持管理・運営期間の終了に際し、当該終了の 6か月前までに、第 21

条第 1 項に基づくモニタリング(本件施設の維持管理及び運営状況が本契約、募

集要項等及び提案書類等に規定する水準に達しているかの確認とともに、本件施

設の状態が宿舎として継続して使用できる状態にあるか、維持管理及び運営の引

継に関する書類の内容が必要かつ十分なものであるかの確認を含む。)を実施す

るものとし、必要な場合には、同条第 2 項に基づく維持管理及び運営状況に係る

是正請求を行う。事業者は、当該是正要求について、維持管理・運営期間の終了

までに、対応を完了させるものとする。 

 

(事業者による協力) 

第 43条  事業者は、第 41条第 2項に規定する委託契約を締結しないこととなった場合、
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大学が本件施設を継続して使用できるよう、適宜本件施設の維持管理及び運営に

関する記録、要領、申し送り事項その他資料を提供するほか、積極的に引き継ぎ

に協力するものとする。 

2  大学は、事業者に対し、合理的な範囲で、前項に基づき事業者より提供された

資料の追加又は補正を求めることができる。 

 

第 6章 契約保証 
 

(契約保証) 

第 44条  本契約に係る契約保証金は免除する。ただし、事業者は、施設の維持管理及び

運営業務の履行を確保するため、事業期間における事業委託料の総額相当分の

100分の 10以上について、大学を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、契

約締結後速やかに当該履行保証保険契約に係る履行保証保険証券を大学に提出し

なければならない。 

 

第 7章 その他 
 

(保険) 

第 45条    事業者は、本件施設の維持管理及び運営に関連する損失や損害に備えて、

別紙 7 に定められた種類及び内容の保険を、維持管理及び運営時に自己の責任と

費用において付保するものとし、保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証

券の写しを大学に提出しなければならない。 

 

(公租公課) 

第 46条  大学及び事業者は、別紙 8 記載のとおり、本件事業に関して生ずる公租公課を

負担するものとする。 

 

(秘密保持) 

第 47条  大学及び事業者は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相

手方(以下本条において｢情報開示者｣という。)の営業上及び技術上の知識及び経

験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘

密として管理している複製物を含む情報(以下｢秘密情報｣という。)を、本契約上

の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除

き、第三者に開示してはならないものとする。 

(1) 事業者の株主及び本件事業に関する助言を行う弁護士、会計士及びコンサル

タントに対し開示する場合 

(2) 大学に対して、本件事業に関する助言を行う弁護士、会計士及びコンサルタ

ントに対し開示する場合 

(3) 大学又は事業者が法令等に基づき開示する場合 

2  以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。 

(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報 

(2) 第三者から正当に入手した情報 

(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報 

(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報 

  3     本条の義務は本契約終了後の 3年間存続するものとする。 

 

(準拠法) 

第 48条  本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈

する。 
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(管轄裁判所) 

第 49条  本契約に関する紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。 

 

(疑義についての協議) 

第 50条  本契約の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない

事項については、双方協議の上、互いに誠意をもってこれを定めるものとする。 

 

 

(個人情報の保護等) 

第 51条  事業者は、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報(個人情報の

保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号、その後の改正を含む。)第 2 条第 1 項

に定めるものをいう。以下同じ。)について、同法及びその他個人情報の保護に

関する全ての関係法令等を遵守し、これを漏洩してはならない。 

2  事業者は、大学の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報

の安全管理体制を維持する。 

3  事業者は、第三者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当

該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。 

4  事業者若しくは第三者が前三項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは

事業者の使用する当該第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等

の事故が発生したことによって、大学が損害を被った場合、事業者は大学に対し

損害を賠償するとともに、大学が必要と考える措置をとらなければならない。 

 

(延滞利息) 

第 52条  大学又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額に

つき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭

和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算

した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。 

 

(雑則) 

第 53条  本契約並びにこれに基づき締結される全ての合意に定める請求、通知、報告、

申出、承諾及び契約終了告知・解約等は、書面により行わなければならない。 

2  本契約の履行に関して大学と事業者間で用いる計量単位は、本契約、募集要項

等及び提案書類等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4年法律第 51号)

に定めるものとする。 

3  契約期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年

法律第 48号)の定めるところによるものとする。 

4  本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。 

5  本契約において｢双方協議｣とは、必要に応じて大学と事業者が関係者協議会に

おいて協議することを含むものとする。 

6  本契約において｢確認｣とは、当事者の一方が相手方に書類の提出等をした場合、

相手方が受領の押印をすることをいう。ただし、当事者の一方は、確認を理由と

して何ら責任を負担するものではない。 
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 本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、大学、事業者、両者記名押印の上、

各自その 1通を保有するものとする。 

 

2026（令和 8）年●月●日 

 

発注者 

住 所 京都府京都市左京区吉田本町 

氏 名 国立大学法人京都大学 

     学長 湊  長 博 

 

 

事業者  

＜代表企業＞ 

住 所  

氏 名  

      

 

＜構成員＞ 

住 所  

氏 名  

     

 

＜構成員＞ 

住 所  

氏 名  
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別紙 1 本件土地の配置図 
１．本件土地 

  所在：京都府京都市左京区吉田近衛町 26-88 
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別紙 2 事業日程表 

 

 

１．事業契約締結 2026（令和 8）年●月●日 （2026（令和 8）年 8月上旬） 

２．維持管理・運営期間 2026（令和 8）年 10月 1日～2029（令和 11）年 9月 30日 

３．事業期間の終了   2029（令和 11）年 9月 30日 

 

上記日程は予定とする。 
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別紙 3 業務概要書 
 

 

１. 本施設の維持管理業務 

（１）建物保守管理業務（本施設を対象とし、点検・保守・修繕・更新その他の一切の保

守管理業務を含む。） 

（２）設備保守管理業務（本施設を対象とし、設備運転・監視・点検・保守・修繕・更新

その他の一切の保守管理業務を含む。） 

（３）外構保守管理業務（本施設を対象とし、点検・保守・修繕・更新その他の一切の保

守管理業務を含む。） 

（４）清掃衛生管理業務（本施設を対象とし、建物内部及び外部・ガラスの清掃業務を含

む。） 

（５）その他維持管理業務を実施する上で必要な関連業務 

 

２. 本施設の宿舎運営業務 

（１）宿舎運営業務（入退去手続き、光熱水費等の計算・徴収業務、受付・案内業務補助

等を含む。） 

（２）ヘルプデスク業務（傷病人への対応業務含む。） 

（３）空室補修、クリーニング業務 

（４）防犯・防災管理業 

（５）町内会等の地元の意向に配慮した対応 

（６）その他運営業務を実施する上で必要な関連業務 

 

３. 本施設における独立採算事業 

（１）入居者を対象としたコインランドリーの設置・運営事業 

（２）レンタル寝具の賃貸借、飲料水自動販売機の設置、生活用品の無償レンタル及びデ

ジタルサイネージによる情報提供等 
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別紙 4 本件施設の構成（予定） 
 

項目 みずき会館 

建築 

概要 

敷地面積 1209.92 ㎡ 

建ぺい率 60% 

容積率 200% 

構造種別 鉄筋コンクリート造 

階数 地上 3階 

最高高さ 9,550ｍ 

建物面積 582.10 ㎡ 

延べ面積 1506.60 ㎡ 

各階 

面積 

（階高） 

３階 471.60 ㎡ 

２階 471.60 ㎡ 

１階 542.15 ㎡ 

計 1,485.35㎡ 

住戸数 

内訳等 

住戸 

(専用面積/戸) 

44戸 

（13.77～14.01㎡） 

外構等 駐輪場 24.75㎡ 
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別紙 5 利用料金 
 

 

1 利用料金 

利用料金は 1戸当たり月額●●●円とする。 

           

 

2    利用料金の支払方法 

    事業者は毎月、入居者から徴収した利用料金を正当な請求書の受理をもって大学事業

者が指定する金融機関口座に振り込むことにより支払うものとする。なお、支払にかか

る振り込み手数料は事業者の負担とする。 

      

3  利用料金の支払期日 

    当月分について翌月 25日（休日の場合は前営業日）を支払期日とする。 

 

4  入居保証率 

●●％とする。 

 

5 徴収された利用料が入居保証による利用料金を超えた場合の取扱い 

大学が収受するものとする。 

 

 

以下、上記記載内容の内訳明細等を参考記載 

 

＜利用料金の内訳明細＞ 

本件施設 月額利用料金 総戸数 保証率 月額利用料金の

総額 

みずき会館 円/戸 44戸 ●●％      円 

     

合計      円 

 

＜利用料金の総支払予定額＞ 

月額利用料金の総額 事業期間 利用料金総支払予定額 

           円 486ヶ月（40年 6ヶ月）            円 
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別紙 6 事業委託料 
 

 

1 事業委託料 

事業委託料は、月額金●●●円（うち消費税額及び地方消費税相当額●●●円）とす 

る。 

事業期間における事業委託料の総額     円 

   

2      事業委託料の支払方法 

  大学は、毎月の金額を事業者が発行する正当な請求書の受理をもって、事業者が指定  

する金融機関口座に振り込むことにより支払うものとする。なお、支払にかかる振り  

込み手数料は大学の負担とする。 

    

3   事業委託料の支払期日 

当月分について翌月 25日（休日の場合は前営業日）を支払期日とする。  

 

 

4     事業者の指定する金融機関口座 

 

     ●●銀行●●支店  

     普通 

     口座番号 ✕✕✕✕ 

     口座名義 ✕✕✕✕ 
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別紙 7 保険 
 

 

1. 維持管理・運営期間中の保険 

(1) 維持管理・運営期間中の保険 

事業者は、本件施設の維持管理及び運営に関連する損失や損害並びに本件施設の

不可抗力に関連する損失や損害に備えて、施設管理者賠償責任保険、利益保険

(収入補填)等の保険に加入しその保険料を負担しなければならない。 

契約者 ： 事業者 

被保険者 ： 事業者、業務受託者及びその全ての下請負業者 

保険の対象 ： 業務に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生した

ことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって

被る損害等 

保険期間 ： 維持管理・運営業務開始から事業期間終了時まで 

 

(2) 事業者は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅延なく大学に提

示するものとする。 

事業者は、(1)の保険の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を大学に

通知するものとする。 

 

以上 

 

  



- 21 - 

別紙 8 公租公課 
 

 

1. 大学が負担する公租公課 

本件土地及び本件施設について生ずる固定資産税、都市計画税その他の公租公課 

 

2. 事業者が負担する公租公課 

本件事業に関連して生ずる上記 1を除く全ての公租公課 
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